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 高齢者の力を町内会の組織づくりに活かす方策について 

 

 桜台団地は新興住宅地として開発され 30数年が経過し，

住民の高齢化も進んできており，それに伴って，自治会の

運営がますます難しい状況となっております。 

高齢者は，豊富な知識と経験を有する方が多くおられる

と思いますが，その方々の協力をもう一度得る方策につい

て，御教示願いたい。サロンの運営などで協力を頂きなが

ら，地域と地域福祉の活性化を図りたい。 

 

上米内地区については，市域全体の年代ごとの人口割合

に比べ，55歳を境にした人口差が大きく，高齢化が進んで

いることから，豊富な知識と経験を有する高齢者を町内会

の組織づくりに活かすことは，有効な方策と認識していま

すので，令和２年度に改訂を予定する「盛岡市町内会・自

治会協働推進計画」において，仕組みづくりの検討を進め

ます。 

また，町内会活動の新たな担い手を確保するため，市職

員ＯＢに対する町内会・自治会活動への参加の働き掛けや，

地域活動の担い手を育成する「コミュニティ・リーダー研

修会」などを行っており，今後も継続します。 

なお，市では，持続可能で，「移り住みたい」，「戻ってき

たい」と思ってもらえる「まちづくり」を進めるため，コ

ミュニティ単位の「地域づくり計画」に基づき，魅力の創

出につながる「まちづくり」を支援する制度があります。

当地区におかれましても，この制度の活用を御検討いただ

きますようお願いします。 

 

市では，平成 30年度から，各地域包括支援センターに，

生活支援コーディネーターを配置し，高齢者の社会参加を

促すとともに，高齢者が日常生活を送る上での困りごとを，

地域の支え合いにより解決するための仕組みづくりに取り

組んでいます。 

高齢者が地域の支え手となることで，より良い地域づく

市民部 

市民協働推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉部 

地域福祉課 

長寿社会課 
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りにつなげていくとともに，社会参加の機会を増やすこと

で，高齢者の生きがいづくりや介護予防にもつなげてまい

ります。        

また，上米内地区は，福祉推進会や民生児童委員が中心

となり高齢者や児童等を対象としたふれあい給食会や世

代間交流事業を実施されていますが，市としましても,社

会福祉協議会を通じ，引き続き支援してまいります。 

２ 桜台団地における快適な生活を送るための住環境の整備

について，市と自治会が一緒になって考えていきたい。 

 

桜台団地は自然豊かな環境に恵まれておりますが，近年，

公有地及び民有地（空き家等）において，草刈りや樹木の

手入れ等の整備が全く行われていない箇所が目につくよう

になりました。 

 そこで，桜台自治会では，昨年盛岡市の許可を受け法面

等の樹木等の伐採を行いましたが，伐採した樹木の処分に

苦慮しております。 

 伐採した樹木等の処分方法について，市の協力の有無を

含めて考え方を伺いたい。 

 また，所有者が不明の空き家の樹木管理の在り方につい

て，法的問題点も含めて一緒に考えていきたい。 

 日頃より，市道の法面の草刈及び樹木の伐採に御協力を

いただき感謝申しあげます。 

 御相談の市道の法面等から伐採した樹木等については，

市で回収しますので，担当課まで御連絡をお願いします。

引き続き御協力のほどよろしくお願いします。 

 

 法的な課題については，空き家の敷地に生育する樹木は，

所有者に無断で切ることはできず，原則，所有者に管理を

求めることになります。特に相続人が相続放棄をしている

ような場合には，所有者がいないため，市は，空き家等対

策の推進に関する特別措置法に基づく指導や勧告などの措

置を行うことができず，法的な解決策としては，相続財産

管理人の選任を申し立て，相続財産管理人に管理を依頼し

たり，法律に基づく措置を行うなどの方法もありますが，

このような手続には相当の時間と費用が必要となります。 

空き家等の適正管理に向けた対策としては，地域で所有

者が分からない場合には，市は固定資産税の課税情報や登

建設部 

道路管理課 

 

 

 

 

市民部 

くらしの安全課 
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記簿で所有者を確認するほか，所有者が亡くなっている場

合には相続人を調査し，連絡をとり対応を依頼しています。 

また，人の生命，身体又は財産に対する著しい危険が現

に切迫していると認められる場合は，「盛岡市空き家等の適

正管理に関する条例」に基づく応急措置を行うこともでき

ます。空き家の樹木管理については，周辺の生活環境を整

備するための取組方法を一緒に検討させていただきたいと

思いますので，くらしの安全課に直接御連絡願います。 

 

 

 


